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刑法（抄）

明治４０年４月２４日法律第４５号

最終改正：平成１９年５月２３日 法律第５４号

第２編 罪

第７章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪

（犯人蔵匿等）

第１０３条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、

又は隠避させた者は、２年以下の懲役又は２０万円以下の罰金に処する。

（証拠隠滅等）

第１０４条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は

偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、２年以下の懲役又は２０万円以下の罰金

に処する。

第２７章 傷害の罪

（暴行）

第２０８条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、２年以下の懲役

若しくは３０万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

鉄道営業法（抄）

明治３３年３月１６日法律第６５号

最終改正：平成１８年３月３１日 法律第１９号

第２章 鉄道係員

（罰則）

第２４条 鉄道係員職務取扱中旅客若ハ公衆ニ対シ失行アリタルトキハ３０円以下ノ罰

金又ハ科料ニ処ス

変更適用 罰金額の変更＝〈罰金等臨時措置法〉２条１項

第２５条 鉄道係員職務上ノ義務ニ違背シ又ハ職務ヲ怠リ旅客若ハ公衆ニ危害ヲ醸スノ

虞アル所為アリタルトキハ３月以下ノ懲役又ハ５００円〔２万円〕以下ノ罰金ニ処ス

変更適用 罰金額の変更＝〈罰金等臨時措置法〉２条１項


